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第一種指定電気通信設備との接続に必要な情報の開示に係る告示の一部改正案に対する意見及びそれに対する考え方 

 

１．総論 

意見 考え方 

意見１ 情報開示告示の改正により開示内容の範囲が拡大されることは

有益。 

考え方１ 

○ 今回の情報の開示に係る告示の一部改正案について、賛同します。

FTTH サービスを提供するうえで、光配線区画の情報は非常に重要な

情報であり、開示内容範囲が拡大されることは有益なことです。また、

それらの情報は随時確認を行えることが望ましく、今まで個別申し込み

の後に調査回答と時間を要していたものが、東日本電信電話株式会社

殿及び西日本電信電話株式会社殿（以下、NTT 東西殿という。）HP に

より確認できることは重要と考えます。 

 

しかしながら、今回の開示対象となる情報においても以下にあげるよ

うな課題が内在しています。総務省殿におかれましては、それら課題を

解消すべくご対応頂きますようお願いします。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ 今回の情報開示告示の一部改正は、ＮＴＴ東・西の加入光ファイバを

利用して新たにＦＴＴＨ市場に参入しようとする事業者やエリアを拡大し

ようとする事業者にとっては、提供エリアの展開を検討する際に、各収

容局における光配線区画の概況を、事前に、従来より詳しく把握できる

という点で、ある程度有効であると考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

○ 本改正案に賛成の御意見として承る。 

 

 
 
 

別紙４ 
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２．光配線区画に係る情報開示 

意見２ 収容局ごと及び光配線区画ごとの加入電話等敷設数について、

戸建てと集合住宅世帯数を区別できるような形式での開示が必要。 

考え方２ 

○ １．新設する開示手続き ①及び③について 

（１）戸建てと集合住宅の世帯数の区分について 

平成 24 年 1 月 16 日 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事

業部会 接続委員会（以後、接続委員会という。）における NTT 東西殿

回答※1 によると、1 配線区画における平均世帯数（NTT 東日本エリ

ア：約 50 世帯、NTT 西日本エリア：約 40 世帯）には「集合住宅の世帯

数」が含まれています。日本の全世帯の約 42％が集合住宅※2 である

こと、電気通信事業分野における競争状況の評価※3にあるように事業

者や回線速度の選択が利用者自らの意思によって決定できる戸建て＋

ビジネス向けと違い、集合住宅向けの場合は他の居住者や管理会社

の同意・許諾が必要となる等の制約があり、両市場間の供給面の事情

が異なっていること等から、競争条件や競争環境等を正確に把握する

上でも、戸建てと集合住宅世帯数を区別できるような形式での開示が

必要と考えます。 

なお、電気通信事業分野における競争状況の評価においても両市場

間の供給面の事情が異なることからそれぞれ FTTH 市場の部分市場と

して画定しています。 

 

※1 平成 24 年 1 月 16 日 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信

事業部会 接続委員会 資料 

【NTT 東西殿回答抜粋】 

・ 当社では、50～60 世帯以上の大規模マンションの場合、当該マンシ

ョンだけで 1 の光配線区画とし、それ以外の場合は、当該マンションと

戸建てを合わせて 1 の光配線区画とする方針で、光配線区画を設定

しています。 

・ このように、現在の光配線区画の世帯数には、マンションの世帯数も

含まれていますが、これは、光配線区画とマンションを括りつけたデ

○ 戸建てと集合住宅を区別した加入電話等敷設数を開示の対象と

することは望ましいと考えられるものの、戸建てと集合住宅を区別し

た加入電話等敷設数については東日本電信電話株式会社及び西

日本電信電話株式会社（以下「NTT 東西」という。）において把握し

ておらず、これを把握するためには新たなシステム開発等に係るコ

ストが発生すると考えられる。したがって、現時点においては、戸建

てと集合住宅を区別した加入電話等敷設数を開示の対象とすること

は困難であると考えられる。 

   なお、本告示は接続事業者が第一種指定電気通信設備との接

続の請求に際して必要な情報等の開示について規定するものであ

り、競争条件や競争環境等を把握するために必要な情報の開示に

ついて規定するものではない。 
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ータベースを管理していないため、マンションを除いた光配線区画の

世帯数について把握していないこと、また、マンションであってもシェ

アドアクセス方式での申し込みがあった場合には即応できるようにし

ておく必要があることから、マンションの世帯数を含めております。 

 

※2 総務省統計局 平成 20 年住宅・土地統計調査（確報集計）結果 

<http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/10_3.htm> 

 

※3 電気通信事業分野における競争状況の評価 2011（案） 抜粋 

    事業者や回線速度の選択が利用者自らの意思によって決定できる

戸建て＋ビジネス向けと違い、集合住宅向けの場合は他の居住者や

管理会社の同意・許諾が必要となる等の制約があり、両市場間の供

給面の事情が異なっていることを考慮したもの 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見３ 収容局ごと及び光配線区画ごとのＦＴＴＨサービスの契約者数に

ついても開示対象に加えるべき。その際、収容局単位及び配線区画単

位で戸建てと集合住宅世帯数での分類、さらに集合住宅世帯数につい

ては、VDSL 方式や光配線方式等の分類をした上での開示が必要。 

考え方３ 

○ （２）FTTH の契約者数が対象外であること 

PSTN のマイグレーションが進み既に FTTH サービスの契約者が

2,230 万回線に達している中、NTT 東西殿の加入電話 3,135 万※4 の

更なる減少は明らかです。そのため、市場規模を把握する観点からは、

開示対象サービスがメタル回線のみでは不十分であり、FTTH サービス

の契約者も開示対象に加えるべきと考えます。 

また、FTTH サービスの契約者数についても集合住宅の世帯数が含

まれることになりますが、上述の通り、戸建てと集合住宅を区別すること

は、競争条件や競争環境等を正確に把握する上で必要なことであるた

め、FTTHサービスに関しても収容局単位及び配線区画単位で戸建てと

集合住宅世帯数での分類、さらに集合住宅世帯数については、VDSL

方式や光配線方式等の分類をした上で開示が必要と考えます。 

 

○ 加入電話等契約数については、サービスの廃止後に残置されて

いるメタル回線についても算入されるものであり、現時点において

追加的なシステム開発等を行うことなく把握可能な指標の中では、

実際の世帯数に最も近い数値を示すものであると考えられることか

ら今回の開示対象としている。したがって、現時点においては、

FTTH 契約数の開示について本告示に規定することは必要でないと

考えられる。 

   なお、総務省においては、光配線区画ごとの世帯数に係る情報

の開示の在り方について、引き続き検討することとしたい。 
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※4 総務省 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期デ

ータの公表（平成 23 年度第 4 四半期（3 月末）） 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見４ 今回の開示内容については、事業者が活用しやすい形での提供

かつ効率的な運用及び低廉な費用となるよう要望。 

また、同一の住所が、複数の配線区画に跨るケースについては、当

該住所が帰属する配線区画は、可能な限り明確にすべき。複数の配線

区画のいずれにも収容可能な場合は、事業者側で帰属する配線区画

の選択を可能とすべき 

考え方４ 

○ （３）情報の開示内容について 

弊社共が以前 NTT 東西殿より受領した開示内容について、配線区画

住所が行政上の住居表示と相違、地番表記の混在、区画整理の住所

が未反映、同一の住所において複数の配線区画が存在等、有償情報

でありながらそのままの状態では活用ができない場合がありました。今

回の開示内容につきましては、事業者が活用しやすい形での提供かつ

効率的な運用及び低廉な費用となるよう要望します。 

また、同一の住所が、複数の配線区画に跨るケースについては、当

該住所が帰属する配線区画は、可能な限り明確にすべきと考えます。

なお、複数の配線区画のいずれにも収容可能な場合は、事業者側で帰

属する配線区画の選択を可能とすべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

○ 光配線区画の範囲について接続事業者が活用しやすい形での情

報を提供するため、本改定案においては光配線区画の外縁電柱等

設備に係る情報の開示が規定されている。ＮＴＴ東西における本規

定に基づく開示の実施に当たっては、開示に要する費用を可能な

限り低廉なものとすることが望ましい。 

   なお、複数の光配線区画のいずれにも収容可能な場合は、事業

者側で帰属する光配線区画の選択を可能とすべきとの御指摘につ

いては、本意見募集の対象外であるため、参考として承る。 

 
３．コロケーションリソースの空きに係る情報開示 

意見５ コロケーションの空き情報の開示について、より予見性を高める

方法として、例えば事業者のコロケーション設備の撤去工事申請時にお

いて事前通知を行うこと等が考えられる。 

   また、その事前通知以降、相互接続点調査及び設置申込にその事

前通知内容を反映した受付を可能とし、情報が確定した時点で空き場

所等を保留できるよう申込期間の短縮を図るべき。 

考え方５ 

○ ２．新設する開示手続き ⑤について ○ コロケーションリソースの空きに係る情報の開示のタイミングにつ
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改正案のコロケーションの空き情報についての開示は、空きが生ず

る予定時期が確定となったタイミングで行われるものと考えております。

しかし、事業者のコロケーション設備の撤去が確定するタイミングは

NTT 東西殿の検査後になるものと想定され、空きが生ずる予定時期は

現状のタイミングと比較して大きな差はないものと思われます。従って、

より予見性を高める方法として、例えば事業者のコロケーション設備の

撤去工事申請時において事前通知を行うこと等が考えられます。 

また、その事前通知以降、相互接続点調査及び設置申込にその事

前通知内容を反映した受付を可能とし、情報が確定した時点で空き場

所等を保留できるよう申込期間の短縮を図るべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

いては、接続事業者の予見性確保の観点からは、より早い通知が

望ましい。他方、コロケーション設備の撤去が確定する前のタイミン

グで開示を行う場合、その後の撤去工事の状況等により、コロケー

ションリソースが利用可能となる時期に変更が生じること等もあり得

ることを考慮すると、開示された情報の確実性が低下することとな

る。ＮＴＴ東西においては、このような点を踏まえつつ、適切な開示

のタイミングを検討することが適当である。 

 

意見６ 「収容局ごとのコロケーションリソースの空きが生ずる予定時期」

について、接続事業者が一層の予見可能性を確保するためには、合わ

せて「どの程度の空きリソースが生じる予定か」についても開示対象と

すべき。 

考え方６ 

○ ■今回の開示項目の追加について 

情報開示告示の一部改正による光配線区画、及びコロケーションリソ

ースに係る開示項目の追加については、ボトルネック設備利用の円滑

化を図り公正競争環境の整備を進める観点から必要な措置と考えま

す。 

そのような中、今回追加された開示項目に「収容局ごとのコロケーシ

ョンリソースの空きが生ずる予定時期」が含まれておりますが、コロケー

ション設備の設置にあたり接続事業者が一層の予見可能性を確保する

ためには、合わせて「どの程度の空きリソースが生じる予定か(Ａ～Ｃラ

ンクにて表示を想定)」についても開示対象とすべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

○ 接続事業者のコロケーション設備の設置に当たり、一層の予見可

能性を確保する観点からは、収容局ごとのコロケーションリソースの

空きが生ずる予定時期に加えて、生じる予定の空きリソースの程度

に係る情報を開示することが望ましいものの、当該情報の開示を行

う場合、開示に当たっての作業等に要するコストも増大すると考えら

れることから、現時点においては、生じる予定の空きリソースの程度

に係る情報までを開示の対象として本告示に規定することは適当で

はない。 

   なお、総務省においては、コロケーションリソースの空きが生ずる予

定時期の開示の在り方について、引き続き検討することとしたい。 
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４．その他 

意見７ 配線区画毎に分岐端末回線の敷設状況を事前に HP 等で確認で

きるよう検討頂きたい。 

考え方７ 

○ また、今回の情報開示告示内容とは直接的に関係ありませんが、分

岐端末回線の敷設状況については、加入者系光ファイバ概算納期情報

開示システムを活用することで、おおよその状況が把握できるものの、

確定的な情報ではありません。従って、配線区画毎に分岐端末回線の

敷設状況を事前に HP 等で確認できるよう検討頂きたいと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

○ 現状においても、加入者系光ファイバ概算納期情報開示システム

を活用することで、シェアドアクセス回線の納期について情報を得る

ことが可能である。したがって、接続の請求に際して必要な情報等

の開示を規定する観点からは、本告示において分岐端末回線の敷

設状況の詳細についてのホームページ等での開示を規定すること

が必要であるとまでは考えられない。 

意見８ 現在開示されている情報だけでは、シェアドアクセスが開通した

際、ユーザーの回線がどの光配線区画に収容されているか正確に把握

できない。 

   シェアドアクセスが開通した際、どの光配線区画に収容されているか

の情報については無償で開示されるべき。 

考え方８ 

○ しかしながら、接続事業者がＦＴＴＨ市場においてより真に公平な条件

で競争できるためには、今回開示が義務付けられる情報のみでは不十

分です。具体的には、当社は、現在光配線区域情報をＮＴＴ東・西から

購入していますが、当該情報だけではシェアドアクセスが開通した際、

ユーザーの回線がどの光配線区画に収容されているか正確に把握で

きないため、各光配線区画の収容率を効率的に高めることができませ

ん。本来、接続事業者が利用している回線がどの光配線区画に収容さ

れているか等の情報については、事業運営上、当然接続事業者側で把

握できていることが通常であると考えます。そのため、シェアドアクセス

が開通した際、どの光配線区画に収容されているかの情報については

当然無償で開示されるべきものと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

○ 本改正案は収容局ごと又は光配線区画ごとの情報開示について規定

しているところ、御指摘の情報は個別の接続に係る情報の開示である

ことから、今回の意見募集の対象外であり、参考として承る。 

ただし、接続事業者がＦＴＴＨ市場において競争を行う上で光信号主

端末回線の収容率を高めることが重要であることを鑑みれば、接続事

業者のシェアドアクセス回線が開通した際、当該回線がどの光配線区

画に収容されているかを当該事業者が正確に把握できることが望まし

いことから、事業者間協議等により、当該情報の開示について検討が

なされることが望ましい。 

意見９ ＮＴＴ東・西の増設計画等の設備構築等に関する情報についても

開示すべき。 

考え方９ 

○ また、シェアドアクセスを使って光ファイバのサービスを展開するにあ

たって、展開するエリアにおけるＮＴＴ東・西の設備状況や今後の増設

○ 現在、ＮＴＴ東西においても加入光ファイバの増設計画等の設備

構築に関する情報が一元的に把握されていないことから、当該情報
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計画等がどのようになっているか、ＮＴＴ東・西利用部門と接続事業者と

の間で同じ内容・タイミングで情報が開示されていることが公正競争上

当然必要と考えます。そのため、ＮＴＴ東・西の増設計画等の設備構築

等に関する情報についても開示すべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

の開示はなされていない。しかしながら、加入光ファイバの増設計

画等の設備構築に関し、接続事業者の事業展開に影響を与えるも

のについては、接続事業者がＮＴＴ東西の加入光ファイバとの接続

を円滑に行うために必要な情報が開示されることが望ましい。 

したがって、ＮＴＴ東西は、接続事業者から要望を受けた場合に

は、適切な情報の提供について検討を行うことが適当である。 

なお、ＮＴＴ東西の設備状況や今後の増設計画等が、ＮＴＴ東西の

利用部門に対して情報開示される場合には、接続事業者との間の

同等性について、電気通信事業法第 31 条第５項に基づいて検証が

なされることが適当である。 

意見１０ ＮＴＴ－ＮＧＮ等ＩＰ網について、情報開示告示の対象とすべき機

能・設備や開示項目を新たに追加すべき。 

   また、開示対象外の項目においても事業者の要望があった場合には

可能な限り情報開示を行うよう義務付けること、情報開示対象の機能・

装置・開示項目を都度接続事業者からの意見・要望を踏まえて追加可

能とすること、現行「提供予定時期の９０日前」となっている情報開示の

期限を「仕様の確定前」に変更すること等を実施すべき。 

考え方１０ 

○ ３．その他開示対象に追加すべき項目について 

   弊社共は、フレッツ光ネクスト(NTT-NGN)上で新たなサービス提供を

行うため、以前よりNTT東西殿に対し優先制御等のアンバンドルを求め

てきましたが、議論が円滑に進展していないといった事態が発生してい

ます。議論を加速化するためにも、「ブロードバンド普及促進のための

環境整備の在り方」についての弊社共意見の通り、情報開示告示の対

象とすべき機能・設備や開示項目を新たに追加すべきと考えます。 

   なお、対象とすべき機能・設備や開示項目については事業者の意見

を募集し決定する方法も考えられます。 

   また、開示対象外の項目においても、事業者の要望があった場合に

は、可能な限り情報開示を行うよう義務付けるべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ 本告示は第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために

必要な情報の開示を求めるものであり、アンバンドルされていない

機能の情報の開示を求める趣旨のものではない。 

   情報開示の期限については、現行の本告示は、新たな網機能の

提供予定時期の 90 日前までに情報開示する旨を規定しているが、

当該時期は接続事業者の接続申込から接続開始までに要する期

間を踏まえた合理的なものであり、当該時期を延長した場合、NTT

東西による迅速なサービス提供に支障が生じるおそれもあることを

考慮すると、現時点においては、当該時期を延長することは適当で

ないと考えられる。 

   開示対象外の項目においても、事業者の要望があった場合に

は、可能な限り情報開示を行うよう義務付けるべきとの御指摘及び
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○ ■ＮＧＮ内部を構成するルータ等の情報開示について 

情報開示告示においては、接続事業者が時宜を失することなく自網

における対応の検討を可能とする観点から、ＮＧＮ内部を構成するルー

タ等の設備に関する情報が対象に含まれているところです。 

しかしながら、これまでＮＧＮでは以下の事例等に見られるように、Ｎ

ＴＴ独自仕様が実装されていることや機器仕様が明確になっていないこ

とによって、接続事業者が要望する接続形態の議論が円滑に進展しな

いことや、利用者のサービス利便性に影響を与えるといった問題が発

生しており、現行の情報開示告示だけでは十分な効果が期待できない

状況にあると考えます。 

 

（１）加入光ファイバ分岐単位接続 

昨年度末の接続委員会で「ＧＣ接続類似機能」や「ファイバシェアリン

グ」等の接続形態の実現性が議論されたが、収容ルータや集約スイッ

チ等の技術仕様や設備構成に、汎用技術が利用されているにも拘らず

一部未開示のＮＴＴ独自仕様が実装されており、明確な結論を得ること

が出来なかった。 

 

（２）フォールバック問題 

ＮＧＮにおいてはＩＰｖ６による広域閉域網が構築されているため、ＩＰｖ

６によるインターネット利用に影響を及ぼし、結果的に利用者やＩＳＰにも

大きな影響が出ている。 

 

今後の「ＩＰｖ６の普及促進」や、「ＮＴＴ東西殿による光サービスの集約

（Ｂフレッツ・光プレミアムから光ネクストへのマイグレーション）」、「音声

通信におけるＩＰ網同士の接続の進展」等により、ＮＧＮとの接続の重要

性が一層高まることを踏まえれば、上記のようなＮＴＴ独自仕様並びに

調達機器を起因とした課題を解決するために、以下の通り情報開示告

示を見直し、設備・機能の仕様が接続を十分に考慮したものか検証可

能とすべきと考えます。 

 

接続事業者の要望に基づき情報開示項目を追加可能とすべきとの

御指摘については、電気通信事業法第 33 条第 15 項において「第一

種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通

信事業者がその電気通信設備と第一種指定電気通信設備との接

続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならな

い。」と規定されていることから、御指摘の趣旨を本告示に改めて規

定する必要はないと考えられる。また、NTT 東西においては、上記

の電気通信事業法の規定を踏まえ、第一種指定電気通信設備との

接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めることが必要で

ある。 
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＜情報開示告示における見直し内容＞ 

○機能・設備が接続を考慮した仕様であるかを開発前に把握可能と

するために、現行「提供予定時期の９０日前」となっている情報開示

の期限を「仕様の確定前」に変更すべき。 

 

○「ＮＧＮのサービス仕様を把握するためには、機能・設備の一部仕

様に限らず、設備構成等含めた全体的な情報開示が必要である点」

や、「案件毎に、接続事業者が必要とする情報は異なる点」を鑑み

て、情報開示対象の機能・装置・開示項目は、都度接続事業者から

の意見・要望を踏まえて追加可能とすべき。 

 

なお、接続委員会における「ＧＣ接続類似機能」や「ファイバシェアリン

グ」等の接続形態の議論を踏まえて、今後ＮＧＮにおいて新たな設備を

調達する際には、アンバンドルを前提とした技術仕様の確認をして頂く

必要があると考えます。 

（イー・アクセス） 

意見１１ 既存光配線区画の見直しについても、スケジュール等の開示や

早急な実施をすべき。 

   また、ＦＴＴＨ市場における更なる競争を促進していくためには、情報

開示の充実化や既存光配線区画の見直し、光ファイバの開通に係る工

事費や接続料等の低廉化を早急に実施していくべき。 

   なお、総務省においては、接続委員会等の公の場において四半期毎

に既存光配線区画も含めた適正化状況や収容率を把握するための情

報開示の進捗状況、設備構築情報の扱いの同等性等について検証し、

不十分な場合には、是正措置を講じるべき。 

考え方１１ 

○ なお、NTT 東西殿は、平成 24 年 2 月 16 日 接続委員会 資料※5 に

おいて、「既存の配線区画について適宜必要な見直しを行う考え」を述

べておりますが、見直しの考え方や対象区間及び時期が示されていな

い状況であり、NTT 東西殿においては、実施スケジュール等の情報に

ついても迅速かつ具体的に開示すべきと考えます。 

 

○ 既存光配線区画の見直し等については、本意見募集の対象外の

ため、参考として承る。 

   なお、光配線区画の見直しの状況については、総務省において本年

６月末にＮＴＴ東西より報告を受けたところである。また、加入光ファイバ

接続料の算定に関する検討に係る情報通信行政・郵政行政審議会答
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※5 平成 24 年 2 月 16 日 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信

事業部会 接続委員会 資料 

【NTT 東西殿回答抜粋】 

・ また、並行して、当社としても、より効率的な設備運営を行う観点

から、既存の配線区画について適宜必要な見直しを行う考えで

す。当社としては、他事業者が、新たに設定した他事業者向けの

配線区画を利用するか、当社として効率化の観点から見直しを行

った既存の配線区画を利用するかについて選択できるようにする

考えです。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ なお、ＦＴＴＨ市場における競争が機能するためには、これまでも指摘

している通り、既存光配線区画について、ＮＴＴ東・西が表明している光

配線区画当たりの世帯数が実際には確保されていない状況を解消する

ことが必要であり、需要が疎なエリアのみならず、全国における光配線

区画を直ちに見直すことが必要と考えます。 

 

しかし、既存光配線区画の見直しについては具体的なスケジュール

等は明らかになっておらず、このような問題が続いてしまうと、ＮＴＴ東・

西が主張する光配線区画当たりの世帯数の情報を参考にして、シェア

ドアクセスを利用してＦＴＴＨ市場に参入する事業者にとっては、光配線

区画が適正化されていないエリアにおいて収容率の向上が見込めない

ため、競争が早期に進展しないことは明らかです。 

 

したがって、ＦＴＴＨ市場における更なる競争を促進していくためには、

情報開示の充実化や既存光配線区画の見直し、光ファイバの開通に係

る工事費や接続料等の低廉化を早急に実施していくべきです。 

 

なお、総務省においては、接続委員会等の公の場において四半期毎

に既存光配線区画も含めた適正化状況や収容率を把握するための情

報開示の進捗状況、設備構築情報の扱いの同等性等について検証し、

申（平成 24 年３月 29 日）を踏まえ、ＮＴＴ東西に対し、平成 24 年度の加

入光ファイバ接続料に係る接続約款変更認可申請（補正）の認可に当

たり、光配線区画の見直しが完了するまでの間、半年ごとに総務省に

報告を行うことが条件として付されている。報告には、NTT 東西の既存

の光配線区画に関する状況についてもその内容として含まれるもので

ある。ＮＴＴ東西からの他事業者向けの新たな配線区画導入に係るトラ

イアルに関する状況報告等を踏まえ、総務省においては見直しの状況

を注視するとともに、情報通信行政・郵政行政審議会において適宜の

時機に報告することとしたい。 
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不十分な場合には、是正措置を講じるべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 


